
三
0
0
号
乃
至
三

0
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

永

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

（
付
．
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決

一
覧）

先
に
紹
介
し
た
、
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成

一
九
年

（二
0
0
七
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の

一
覧
‘‘

並

(2
)
 

び
に
、
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
0
年

（二
0
0
八
年
）
及
び
平
成
ニ―

年

（二

0
0
九
年
）
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の
補
遺
と
し
て
、

最
高
裁
に
お
い

て
平
成
二
二
年
（
二

0
-
0
年
）
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
い
ず
れ
も
、
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
（
裁
判
集
刑
；
集
刑
）

ま
た
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
も
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
平
成
二
二
年
に
は
、
裁
判
員
裁
判
に

(3)
 

お
い
て
初
め
て
死
刑
が
言
渡
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
初
め
て
死
刑
が
言
渡
さ
れ
て
い

(4
)
 

る
。

(
5
)
 

な
お
、
死
刑
選
択
基
準
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
紹
介
方
法
及
び
凡
例

紹
介
方
法
及
び
凡
例
は
、
先
に
紹
介
し
た

一
覧
と
同
様
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
殺
者
数
三
名
以
上
の
事
案
、
被
殺
者
数
二
名
、
被
殺
者
数

一
名
の
事

田
一
八
四

憲
（
一
五
八
九
）

史



正
当
で
あ
る
と
主
張
。
事
案
の
解
明
に
寄
与
。

【

2
6
|
1】

最
判
平
二
二
年

一
月

一
九
日
裁
判
集
刑
一
―

1
0
0号
一
頁

裁
こ
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
言
渡
し

J

石
如
行
当
時
少
年

＊
判
決
順
の
番
号
は
、
最
高
裁
に
お
い
て
確
定
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
の
通
し
番
号
と
し
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い

て
言
渡
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
裁
判
員
制
度
施
行
以
後
の
通
し
番
号
と
す
る
。

Li
こ
無
期
懲
役
で
服
役
後
、
仮
出
獄
・
仮
釈
放
中
の
犯
行

二
、
被
殺
者
三
名
以
上
の
事
案

オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
。
弁
護
士

一
家
三
名
を
殺
害
。
松
本
サ
リ
ン
事
件
で
七
名
を
殺
害
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で

―
二
名
を
殺
害
、
絞
殺
や
V
X
ガ

ス
等
で
四
名
を
殺
害
。
教
団
の
組
織
防
衛
を
目
的
。
組
織
的
、
計
画
的
、
反
社
会
的
。
教
団
の
古
参
幹
部
。
教
祖
か
ら
指
示
を
受
け
、
大
部
分
の
犯
行

に
お
い
て
積
極
的
に
実
行
、
重
要
な
役
割
。
前
科
な
し
。
負
傷
者
の
健
康
被
害
深
刻
。
被
害
感
情
厳
し
い
。
謝
罪
の
言
葉
は
あ
る
も
、
自
己
の
行
為
が

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【
被
殺
者
数
ー
同

一
被
殺
者
数
・
同

一
類
型
中
の
判
決
順
】

〈
凡
例
〉

量
刑
事
情
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
八
五

案
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
被
殺
者
数
二
名
及
び
被
殺
者
数

一
名
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
死
刑
選
択
基
準
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

事
案
の
概
要
は
、
確
定
し
た
判
決
の
判
決
文
に
よ
っ
た
。
審
級
間
で
量
刑
が
異
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
審
級
ご
と
に
判
示
さ
れ
た

た
め
、
犯
行
の
目
的
別
に
分
類
し
た
。

（
一
五
八
八
）



【

2
b
|
5】

(b) 

最
判
平
二
二
年

―
一
月
八
日
裁
判
集
刑
三

0
二
号

一
頁

三
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

保
険
金
目
的

（
一
五
八
七
）

現
住
建
造
物
等
放
火
に
よ
り
住
宅
等
七
棟
を
全
焼
さ
せ
、
四
人
を
殺
害
。
現
住
建
造
物
を
非
現
住
建
造
物
と
誤
信
し
て
放
火
し

↓
名
が
焼
死
し
た
後

も
放
火
を
継
続
し
た
末
の
犯
行
。
他
に
現
住
建
造
物
等
放
火
二
件
、
同
未
遂

一
件
、
非
現
住
建
造
物
等
放
火

一
件
、
放
火
に
よ
る
器
物
損
壊

一
件
。
い

ず
れ
も
経
済
的
苦
境
等
に
対
す
る
不
満
や
悩
み
な
ど
に
よ
る
鬱
憤
を
晴
ら
す
た
め
に
建
物
密
集
地
等
で
無
差
別
に
放
火
。
計
画
性
の
な
い
通
り
魔
的
犯

行
。
遺
族
の
処
罰
感
情
峻
烈
。
財
産
的
被
害
も
大
き
く
、
各
被
害
者
の
処
罰
感
情
厳
し
い
。
道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る
罰
金
以
外
の
前
科
な
し
。
捜
企

知
人
の
夫
を
知
人
と
愛
人
女
性
と
共
謀
し
て
催
眠
薬
剤
で
昏
睡
さ
せ
静
脈
に
空
気
を
大
量
に
注
射
し
て
殺
害
し
保
険
金
約
三
五

0
0
万
円
詐
取
。
別

の
知
人
の
夫
を
知
人
と
別
の
知
人
と
愛
人
女
性
と
共
謀
し
て
催
眠
薬
剤
で
昏
睡
さ
せ
静
脈
に
洋
酒
を
大
最
に
注
射
し
て
殺
害
し
保
険
金
約
三
――
10
0
万

円
詐
取
。
愛
人
女
性
の
母
を
殺
害
し
て
預
金
通
帳
を
奪
お
う
と
イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
を
注
射
す
る
も
失
敗
し
た
強
盗
殺
人
未
遂
。
同
僚
か
ら
五

0
0
万
円

詐
取
。
第
二
の
殺
害
事
件
の
共
犯
者
を
警
察
へ
の
通
報
を
阻
止
す
る
た
め
脅
迫
。
い
ず
れ
も
共
犯
は
女
性
看
護
師
。
被
告
人
は
女
性
看
護
師
。
本
件
犯

行
以
前
に
架
空
の
話
で
多
額
の
金
銭
を
詐
取
。
詐
取
し
た
保
険
金
の
ほ
ぼ
全
て
を
取
得
。
堕
胎
の
事
実
を
口
外
さ
れ
た
た
め
、
第

一
事
件
の
知
人
に
は

恨
み
。
看
護
師
と
し
て
医
療
知
識
と
経
験
を
悪
用
。
勤
務
先
病
院
か
ら
薬
剤
や
医
療
器
具
を
持
ち
出
し
利
用
。
周
到
な
計
画
と
準
備
。
司
法
解
剖
さ
せ

な
い
よ
う
画
策
。
犯
行
を
発
案
、
主
導
、
共
犯
者
を
操
作
。
前
科
な
し
。
不
合
理
な
弁
明
。
偽
証
を
依
頼
。
真
摯
な
反
省
な
し
。

【

2
b
|
6】

最
判
平
二
二
年
三
月

一
八
日
裁
判
集
刑
三

0
0
号

一
〇

一
頁

段
階
で
は
積
極
的
に
供
述
、
反
省
。

【

4
_
1
5】

最
判
平
二
二
年
九
月

一
六
日
裁
判
集
刑
三

0
一
号

一
九

一
頁

関

法

第

六

一
巻

六

号

：
八
六



な
し
。最

高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

耗
弱
、
直
近
の
二
件
の
判
決
で
は
完
全
責
任
能
力
。
反
省
。

_
2
c
|
4
3】

【

2
c
|
4
2】

(C) 

最
判
平
二
二
年

一
月
二
九
日
裁
判
集
刑
三

0
0
号四―――
頁

一
八
七

（
一
五
八
六
）

一
件
は
金
品
得
ら
れ
ず
。
常
習
累
犯
窃

被
告
人
―

一名
。
共
謀
の
上
、
被
告
人
の
う
ち

一
名
が
詐
欺
の
被
害
者
の
同
居
の
義
兄
を
刺
殺
し
て
貯
金
通
帳
な
ど
を
強
取
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
に
現

住
建
造
物
等
放
火
、
死
体
損
壊
。
共
謀
の
上
、
被
告
人
両
名
と
訴
外

一
名
が
被
告
人
の
う
ち

一
名
が
死
亡
し
た
よ
う
に
見
せ
掛
け
て
生
命
保
険
金
を
詐

取
す
る
目
的
で
そ
の
身
代
わ
り
に
路
上
生
活
者
を
騒
し
て
睡
眠
導
入
剤
を
服
用
さ
せ
て
眠
ら
せ
溺
死
さ
せ
る
。
共
犯
。
被
告
人
の
う
ち

一
名
は
犯
行
を

立
案
、
他
方
の
被
告
人
を
犯
行
に
引
き
込
み
、
犯
行
を
指
示
し
て
実
行
さ
せ
た
首
謀
者
。
他
方
の
被
告
人
は
指
示
に
従
っ
て
刺
殺
事
件
で
は
実
行
行
為

の
全
て
を
行
な
い
、
身
代
わ
り
殺
人
事
件
で
は
実
行
行
為
の
ほ
ぼ
全
て
を
行
な
う
も
の
の
、
従
属
的
。
首
謀
者
の
被
告
人
は
詐
欺
も
。
首
謀
者
の
被
告

人
に
は
前
科
な
し
。
首
謀
者
の
被
告
人
は

一
部
を
除
き
事
実
関
係
を
認
め
る
。
他
方
の
被
告
人
は
全
て
事
実
関
係
を
認
め
る
。
反
省
。

そ
の
他
の
利
欲
目
的

民
家
に
侵
入
し
て
物
色
中
、
居
直
っ
て
女
性
を
絞
殺
。
強
盗
目
的
で
侵
入
し
て
所
携
の
果
物
ナ
イ
フ
で
女
性
を
刺
殺
。
他
に
強
盗
、
窃
盗
な
ど
。
殺

害
は
い
ず
れ
も
計
画
的
で
な
い
。
パ
チ
ス
ロ
の
た
め
の
借
金
の
返
済
に
窮
し
て
の
犯
行
。
絞
殺
事
件
後
に
逃
亡
し
て
生
活
費
に
窮
し
て
二
週
間
で
刺
殺

事
件
を
起
こ
す
。
遺
族
の
処
罰
感
情
厳
し
い
。
謝
罪
の
意
思
。
犯
行
の
詳
細
を
進
ん
で
供
述
。

最
判
平
二
二
年

一
0
月

一
四
日
裁
判
集
刑
三
0
一
号――
―二
三
頁

面
識
の
あ
る
同
じ
町
内
の
独
居
の
高
齢
女
性
に
対
す
る
二
件
の
強
盗
強
姦
殺
人
。
い
ず
れ
も
強
姦
は
未
遂
。

盗
も
。
飲
食
遊
典
の
た
め
の
犯
行
。
近
隣
住
民
の
不
安
や
恐
怖
。
知
的
障
害
の
遺
伝
負
因
に
加
え
て
生
育
歴
悪
い
。
か
つ
て
の
二
件
の
判
決
で
は
心
神

四
、
被
殺
者
一
名
の
事
案



因

愛

憎

ほ

か

【裁
3
|
1】

仙
台
地
判
平
二
二
年

―
一
月
二
五
日
公
刊
物
未
登
載

五
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決

宮
崎
地
判
平
二
二
年

―
二
月
七
日
公
刊
物
未
登
載

五
か
月
の
長
男
を
絞
殺
、
妻
と
そ
の
母
を
殴
打
し
て
殺
害
。
死
体
遺
棄
。
計
画
性
。
そ
れ
ぞ
れ
強
い
殺
意
、
強
固
な
殺
意
。
罪
障
隠
滅
工
作
。
前
科

な
し
。
処
罰
感
情
峻
烈
。
若
年
。
反
省
は
表
面
的
。
両
親
が
葬
儀
費
用
支
払
。
更
生
の
可
能
性
否
定
で
き
ず
。

【裁
2
c
|
1

】

横
浜
地
判
平
二
二
年

―
一
月

一
六
日
公
刊
物
未
登
載
〈
控
訴
後
取
下
げ
に
よ
り
確
定
〉

覚
せ
い
剤
密
輸
組
織
の
主
導
的
地
位
に
あ
る
者
か
ら
麻
雀
店
の
経
営
権
や
金
銭
を
奪
わ
れ
た
と
聞
か
さ
れ
、
覚
せ
い
剤
密
輸
入
の
利
権
を
手
に
入
れ

る
た
め
、
二
名
を
ホ
テ
ル
に
監
禁
し
て

一
名
を
果
物
ナ
イ
フ
で
刺
殺
。
別
の

一
名
を
脅
し
て
ニ
―

1
0
0
万
円
強
を
強
取
し
た
後
、
高
速
切
断
機
で
頭
部

を
切
断
し
て
殺
害
。
被
害
者
両
名
を
切
断
し
て
死
体
遺
棄
。
営
利
目
的
で
覚
せ
い
剤
を
輸
入
し
よ
う
と
し
た
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
、
関
税
法
違
反
。

警
察
留
置
場
内
で
警
察
官
に
暴
行
し
て
傷
害
、
公
務
執
行
妨
害
。
計
画
性
高
い
、
ホ
テ
ル
予
約
、
凶
器
準
備
、
死
体
遺
棄
現
場
下
見
。
共
犯
、
主
導
性
、

積
極
的
か
つ
重
要
な
役
割
。
密
輸
組
織
の
主
導
的
地
位
に
あ
る
者
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
く
も
の
の
、
殺
害
を
強
く
推
進
、
自
ら
の
力
を
誇
示
す
る
絶
好

の
機
会
と
考
え
る
。
前
科
な
し
。
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
と
関
税
法
違
反
逮
捕
後
に
自
首
、
真
摯
な
態
度
で
供
述
、
事
案
の
解
明
に
寄
与
。
被
害
感
情

峻
烈
。
暴
力
団
に

一
時
所
属
す
る
も
お
お
む
ね
真
面
目
に
就
労
。
八

0
0
万
円
所
持
す
る
も
被
害
弁
償
な
し
。
家
族
に
愛
情
と
責
任
感
。

【
裁2
e

—

l
J

】

元
交
際
相
手
で
被
告
人
の
子
の
母
で
あ
る

一
八
歳
の
女
性
を
被
告
人
か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
同
女
の
姉
及
び
知
人
女
性
を
牛
刀
で
刺
殺
、
別
の
知

人
男
性
を
殺
人
未
遂
。
同
女
を
二
日
間
に
わ
た
っ
て
模
造
刀
及
び
鉄
棒
で
数
十
回
殴
打
し
て
全
身
打
撲
を
負
わ
せ
る
と
と
も
に
、
タ
バ
コ
を
押
し
付
け

い
そ
の
他
の
利
欲
目
的

関

法

第

六

一
巻

六

号

一
八
八

（
一
五
八
五
）



＊
 

＊
 

＊
 

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

に
よ
り
保
護
観
察
中
。
少
年
。
処
罰
感
情
峻
烈
。
実
母
か
ら
暴
力
。
更
生
可
能
性
は
著
し
く
低
い
。

―
八
九

（
一
五
八
四
）

て
前
額
部
熱
傷
の
傷
害
。
同
女
を
牛
刀
で
切
り
付
け
て
傷
害
し
た
上
、
未
成
年
者
略
取
。
牛
刀
の
所
持
に
つ
い
て
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
違
反
。

計
画
性
、
凶
器
や
皮
手
袋
準
備
す
る
も
稚
拙
な
側
面
も
。
共
犯
、
主
導
性
。
共
犯
者
を
身
代
わ
り
犯
人
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
。
実
母
に
対
す
る
傷
害

一
応
の
反
省
。

(
l
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
（
裁
判
集
刑
二
九
二
号
ま
で
）
」
関
西
大
学
法
学

論
集
五
九
巻

一
号
（
二

0
0
九）

一
0
九
頁
以
下
。
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
判
決
の

一
覧
と
し
て
、
「
最
高
裁
に
お
い
て
第
二

次
世
界
大
戦
終
戦
後
に
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
（
二

0
0
九）

一
四

四
頁
以
下
。

(
2
)
拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

0
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
六
号
（
二

0
0九）

一
0
0
頁
以
下
、
同

「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
0
巻
六
号
（
二

0
―
-
）
五
九
頁
以
下
。
最
高
裁
に
お

い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成
二

0
年
（
二

0
0
八
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
『
死

刑
選
択
基
準
の
研
究
』
（
関
西
大
学
出
版
部
、
二

0
1
0
)
二
0
三
頁
以
下
。

(3
)

横
浜
地
判
平
二
二
年

―
一
月

一
六
日
公
刊
物
未
登
載
。

(4
)
仙
台
地
判
平
二
二
年

―
一
月
二
五
日
公
刊
物
未
登
載
。

(5
)
拙
著
・
前
掲
注
(
2
)
。

本
研
究
は
、
第
四

0
回
（
平
成
二
三
年
度
）
公
益
財
団
法
人
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
「
死
刑
選
択
基
準
の
変
遷
に
関
す
る
総
合
的
研
究

裁
判
員
制
度
の
下
で
の
よ
り
よ
い
判
断
の
た
め
に
」
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
す
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

本
研
究
は
、
平
成
二
三
年
度
関
西
大
学
研
修
員
研
修
費
に
よ
っ
て
行
な
い
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

判
例
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
、
関
西
大
学
図
書
館
閲
覧
参
考
課
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
に
大
変
お
恨
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を



表
し
ま
す
。

関

法

第

六

一
巻

六

号

一
九
〇

（
一
五
八
三
）


